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(57)【要約】
【課題】切手を媒介にして、関連する情報を迅速かつ容
易にユーザに提供することの可能な情報提供システム、
及び、当該情報提供システムに用いられる切手を提供す
る。
【解決手段】コードリーダを備える端末装置３０に読み
込ませたときに所定の出力が得られるカラーコード６１
を含む図柄６０が印刷された切手５０であって、カラー
コード６１をコードリーダに読み込ませたときに得られ
る出力に基づいて、関連する情報が端末装置３０に表示
されることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コードリーダを備える端末装置に読み込ませたときに所定の出力が得られるカラーコー
ドを含む図柄が印刷された切手であって、
　前記カラーコードを前記コードリーダに読み込ませたときに得られる出力に基づいて、
関連する情報が前記端末装置に表示されることを特徴とする切手。
【請求項２】
　前記図柄に含まれるカラーコードは、
　前記カラーコードの元となるオリジナルのイメージデザインを作成する工程と、
　前記イメージデザイン上にエレメントを配置して補正デザインを作成する工程であって
、前記補正デザインを前記コードリーダに読み込ませたときに、ｍ×ｎの格子状に配列さ
れた複数のセルのそれぞれが所定の色に割り当てられた参照用カラーコードを前記コード
リーダに読み込ませたときと同じ出力が得られるように、前記エレメントが配置される工
程と、
　を有するカラーコード作成方法によって作成されたものであることを特徴とする請求項
１記載の切手。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の切手に関連する情報を提供する情報提供システムであって、
　前記切手に印刷された前記図柄に含まれるカラーコードを読み取る読取部と、
　前記カラーコードに対応付けられたＷｅｂページにアクセスするための処理部と、
　前記Ｗｅｂページの情報を表示する表示部と、
を備える情報提供システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、切手及びこれを用いた情報提供システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、切手は公的機関が作成し、ユーザは公的機関が作成した切手を購入していた。こ
の切手には予め選定された図柄が印刷されており、利用者は必要に応じて図柄入りの切手
を購入して郵便物に使用していた。
【０００３】
　切手に印刷される図柄としては、例えば自然の風景、観光施設、歴史的建造物等を表現
したものがあり、ユーザはその中の一つを選択して購入している。近年では、下記特許文
献１に記載された切手に示されるように、ユーザの興味を増大させるために、絵画として
鑑賞できるようなデザイン性に優れた図柄が印刷された切手も多数利用されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－３２６３５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、切手を利用するユーザにとっては、切手に印刷された図柄に興味を抱き、当
該図柄に関する情報を取得したいと思い起こす場合がある。この場合には、ユーザが、例
えばインターネット等を利用して図柄に関連するキーワードを検索することにより、図柄
に関する情報を取得することは可能である。
【０００６】
　しかしながら、このような検索作業はユーザにとって面倒である。図柄が例えば知名度
の低い歴史的建造物の場合には検索作業に更なる時間を要し、ユーザにとって特に不便で
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ある。近年では、絵画として鑑賞できるような図柄が印刷された切手も販売され、ユーザ
の興味を惹く図柄の切手も多く存在するが、ユーザが切手の図柄に関する情報を迅速かつ
容易に取得することは考慮されていない。
【０００７】
　また、近年、企業のロゴマークや新商品をオリジナルの切手にして、企業の宣伝や商品
の販売促進などに活用することのできるオリジナル切手作成サービスなども提供されてい
る。しかしながら、従来のオリジナル切手は、ユーザを企業や商品のホームページに直接
誘導することは考慮されていない。すなわち、オリジナル切手が貼付されたダイレクトメ
ールをユーザが受け取っても、企業や商品の情報に迅速かつ容易にアクセスできないため
、オリジナル切手を用いることによる宣伝販売効果は限定的である。
【０００８】
　本発明の所定の実施形態はこのような課題に鑑みてなされたものであり、切手を媒介に
して、関連する情報を迅速かつ容易にユーザに提供することの可能な情報提供システム、
及び、当該情報提供システムに用いられる切手に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の所定の実施形態に係る切手は、コードリーダを備
える端末装置に読み込ませたときに所定の出力が得られるカラーコードを含む図柄が印刷
された切手であって、前記カラーコードを前記コードリーダに読み込ませたときに得られ
る出力に基づいて、関連する情報が前記端末装置に表示されることを特徴とする。
【００１０】
　また本発明の所定の実施形態に係る切手は、前記図柄に含まれるカラーコードは、前記
カラーコードの元となるオリジナルのイメージデザインを作成する工程と、前記イメージ
デザイン上にエレメントを配置して補正デザインを作成する工程であって、前記補正デザ
インを前記コードリーダに読み込ませたときに、ｍ×ｎの格子状に配列された複数のセル
のそれぞれが所定の色に割り当てられた参照用カラーコードを前記コードリーダに読み込
ませたときと同じ出力が得られるように、前記エレメントが配置される工程と、を有する
カラーコード作成方法によって作成されたものであることも好ましい。
【００１１】
　また本発明の所定の実施形態に係る情報提供システムは、請求項１又は２記載の切手に
関連する情報を提供する情報提供システムであって、前記切手に印刷された前記図柄に含
まれるカラーコードを読み取る読取部と、前記カラーコードに対応付けられたＷｅｂペー
ジにアクセスするための処理部と、前記Ｗｅｂページの情報を表示する表示部と、を備え
る。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の所定の実施形態によれば、切手を媒介にして、関連する情報を迅速かつ容易に
ユーザに提供することが可能な情報提供システム、及び、当該情報提供システムに用いら
れる切手を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態に係る情報提供システムの概略構成を示す図である。
【図２】本実施形態に係るサーバ装置の概略構成を示す図である。
【図３】本実施形態に係る携帯端末の概略構成を示す図である。
【図４】本実施形態における切手の一例を説明するための図である。
【図５】切手の図柄に関する情報を表示するためのフローチャートの一例である。
【図６】切手を携帯端末により読み込ませるときの表示画面の一例である。
【図７】切手を携帯端末により読み込ませた後に表示される画面の一例である。
【図８】切手を携帯端末により読み込ませたときに、携帯端末に表示されるＷｅｂページ
情報の一例である。
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【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下添付図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。なお、図面の寸法比
率は、図示の比率に限定されるものではない。また、以下の実施の形態は、本発明を説明
するための例示であり、本発明をその実施の形態のみに限定する趣旨ではない。更に、本
発明は、その要旨を逸脱しない限り、様々な変形が可能である。
【００１５】
　まず、図１を参照しながら情報提供システム１００について説明する。図１は、本発明
の一実施形態に係る情報提供システム１００の概略構成を示す図である。同図に示すよう
に、情報提供システム１００は、サーバ装置２０と、携帯端末３０とが、ネットワーク１
０を介して相互に通信可能に構成される。
【００１６】
　サーバ装置２０は、ネットワーク１０に接続されたサーバ用コンピュータであり、その
サーバ用コンピュータにおいて所定のサーバ用プログラムが動作することにより、サーバ
機能を実現するものである。
【００１７】
　携帯端末３０は、ネットワーク１０に接続され、サーバ装置２０にアクセス可能な端末
装置である。また、携帯端末３０は、証紙５０に印刷された図柄６０を読み取る機能を有
する。本実施形態において、携帯端末３０は、好適にはスマートフォンが想定される。そ
こで、以下においては、理解を容易にするべく、携帯端末３０がスマートフォンである実
施の形態を例にとって説明する。しかしながら、本発明において、携帯端末３０はスマー
トフォンに限られるものではなく、他にも、タブレットコンピュータ（タブレット端末）
、家庭用ゲーム機器（携帯型ゲーム機を含む）、携帯電話機、その他のコンピュータ機器
を採用してもよいことは言うまでもない。また、携帯端末３０は必ずしも携帯可能である
必要はなく、図柄６０を読み取り可能で、サーバ装置２０にアクセス可能な装置であれば
よい。
【００１８】
　証紙５０は、代金や手数料を支払ったこと等を証明するための紙葉類であり、例えば、
切手や印紙を含む。ここでは、本発明を切手に適用した実施形態について説明するため、
証紙５０に代えて、切手５０と記載する。なお、切手５０は、例えば封書や葉書に貼って
使用するために用いられる郵便切手が想定されるが、これに限られない。
【００１９】
　切手５０には、図柄６０が印刷されている。本実施形態においては、図柄６０にカラー
コード６１が含まれる。ここで、カラーコード６１とは、所定の読取装置（コードリーダ
）で読み取られたときに、所定のコード値が出力として得られるようにデザインされた、
複数色からなる図を含む。本実施形態では、例えば、雷門に基づいてデザインされた図が
、カラーコード６１として用いられる。例えば、ユーザが、携帯端末３０のカメラにより
、切手５０に印刷された図柄６０を撮像すると、携帯端末３０にインストールされたカラ
ーコード読み取りアプリによって、図柄６０に含まれるカラーコード６１からコード値が
読み取られ、カラーコード６１に対応付けられたＵＲＬのＷｅｂページにアクセスするこ
とができる。
【００２０】
　なお、本実施形態において、図柄６０に含まれるカラーコード６１としては、「カラー
ジップ」（商標）ないし「スマートアイコン」（商標）に基づく２次元コードを用いるこ
とができる。カラージップないしスマートアイコンはもともと、正方形ないし方形のセル
をｍ×ｎの格子状に配列し、各セルには、青、赤、黒または緑の４色うち、いずれかの色
が割り当てられることが想定されているが、必ずしも各セルが１色で塗りつぶされている
必要は無く、ある程度の変形や変色に対してロバスト性を有する。格子状の配列としては
、例えば、５×５、３×６、５×８、６×６、９×９、その他任意個数の配列を構成する
ことができる。しかし、本発明の図柄６０に含まれるカラーコード６１はカラージップな



(5) JP 2016-24681 A 2016.2.8

10

20

30

40

50

いしスマートアイコンに限られるものではなく、他の任意の複数色を利用した多値のカラ
ーパターンで情報を記録するカラー２次元コードに適用することが可能である。例えば、
カメレオンコードなどのカラー２次元コードを用いることもできる。また、カラー２次元
コードのサイズも、任意のサイズに適用することができる。すなわち、本発明は、全ての
カラー２次元コードに対応できるビジュアル表現技術を提供し得るものである。
【００２１】
　ネットワーク１０は、例えばインターネット等を含む情報処理に係る通信回線又は通信
網である。ネットワーク１０は、サーバ装置２０と携帯端末３０との間でデータの送受信
が可能なように構成されていれば特に制限されず、有線であるか無線であるかも問わない
。また、ネットワーク１０は、複数種の通信回線や通信網及び種々のネットワーク機器を
含んで構成され得る。例えば、ネットワーク１０は、携帯端末３０に無線接続される基地
局や無線ＬＡＮのアクセスポイント（ＷｉＦｉルータ等）、基地局に接続された移動体通
信網、アクセスポイントからルータやモデムを介して接続された電話回線、ケーブルテレ
ビ回線又は光通信回線などの公衆回線、サーバ装置２０に接続されたインターネット、移
動体通信網や公衆回線とインターネットを接続するゲートウェイ装置を含む。
【００２２】
　次に、サーバ装置２０について更に説明する。図２は、本実施形態に係るサーバ装置２
０を機能的な観点から示す概略構成図である。サーバ装置２０は、少なくともサーバ通信
部２０１、サーバ処理部２０２（処理部）及びサーバ記憶部２０３を備える。
【００２３】
　サーバ通信部２０１は、サーバ装置２０とネットワーク１０との間で通信を行うもので
あり、携帯端末３０等から受信したデータを、サーバ処理部２０２に供給するとともに、
サーバ処理部２０２から供給されたデータを、携帯端末３０等へ送信する機能を有する。
【００２４】
　サーバ処理部２０２は、例えばＣＰＵやＭＰＵといったプロセッサ及びその周辺回路を
備え、サーバ装置２０の全体的な動作を統括制御するものである。サーバ処理部２０２は
、メモリ等に記憶されているプログラムに従って、サーバ記憶部２０３に記憶されている
対応表２０４と協働しながら後述する経路情報の探索等を実行する処理装置を備えている
。
【００２５】
　サーバ記憶部２０３は、各種プログラムや各種データを記憶するためのものである。サ
ーバ記憶部２０３は、図柄６０に含まれるカラーコード６１のコード値と、ＵＲＬ情報と
を対応付けて記憶するための対応表２０４を備えている。本実施形態では、雷門がデザイ
ンされた図柄６０に含まれるカラーコード６１のコード値に対して、雷門が位置する場所
を指し示すＵＲＬ情報が対応付けられて、対応表２０４に記憶される。なお、対応表２０
４に記憶されるＵＲＬ情報としては、例えば、図柄６０に含まれるカラーコード６１によ
ってデザインされているランドマークなどのホームページのＵＲＬ、企業や商品のホーム
ページのＵＲＬなど、任意のＵＲＬを対応付けることが可能である。従来は、ＵＲＬ情報
自体を２次元コードに埋め込んでいたため、ある２次元コードが所定のＵＲＬ情報を表す
ものとして固定されていたが、このような対応表２０４を利用することによって、任意の
２次元コードに対して所望のＵＲＬ情報を対応づけることができるようになる。
【００２６】
　なお、対応表２０４において、１つの図柄６０に含まれるカラーコード６１のコード値
に対して、複数のＵＲＬ情報を対応付けて記憶させることも可能である。例えば、雷門が
デザインされた図柄６０に含まれるカラーコード６１のコード値に対して、雷門のＵＲＬ
だけでなく、雷門の周辺の観光情報のＵＲＬやお勧めのレストランのＵＲＬなど、複数の
ＵＲＬ情報を対応付けてもよい。この場合、ユーザの携帯端末３０には、雷門がデザイン
された図柄６０に含まれるカラーコード６１を読み込んだとき、現在位置から雷門（目的
地）までの経路案内情報に加えて、周辺の観光情報やレストランの情報等の付加的な情報
も含めて、携帯端末３０に提供されるため、さらに利便性が高まることが期待できる。
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【００２７】
　続いて図３を参照しながら携帯端末３０の概略構成について説明する。携帯端末３０は
、上述の如く、例えばスマートフォンであり、図３に示すように、端末通信部３０１、端
末記憶部３０２、端末処理部３０３、表示部３０４、読取部３０５及び操作部３０６を備
えている。
【００２８】
　端末通信部３０１は、所定の周波数帯を感受帯域とするアンテナを含む通信インターフ
ェース回路を備え、携帯端末３０を、無線通信ネットワークを介してネットワーク１０に
接続する。そして、端末通信部３０１は、端末処理部３０３から供給されたデータをサー
バ装置２０に送信するとともに、サーバ装置２０から受信したデータを端末処理部３０３
に供給する。
【００２９】
　なお、端末通信部３０１にはＧＰＳ（Global Positioning System）受信機（図示省略
）が搭載され、ＧＰＳ受信機が受信したＧＰＳ信号により、ユーザは現在の位置情報を取
得することができる。取得した現在の位置情報は、端末通信部３０１を介してサーバ装置
２０に送信される。サーバ装置２０に送信された現在の位置情報は、現在位置から目的地
までの経路を探索する際に利用される。
【００３０】
　端末記憶部３０２は、例えば、フラッシュメモリ、磁気ディスク装置、又は光ディスク
装置のうちの少なくとも何れか１つを備え、端末処理部３０３での処理に用いられる所定
のプログラム、データ等を記憶する。なお、端末記憶部３０２は、所定の処理に係る一時
的なデータを一時的に記憶してもよい。
【００３１】
　端末処理部３０３は、ＣＰＵやＭＰＵといった一又は複数個のプロセッサ及びその周辺
回路を備え、携帯端末３０の全体的の動作を統括制御するものである。端末処理部３０３
は、例えば、上述したサーバ装置２０のサーバ処理部２０２と同等の構成のものを例示す
ることができる。また、端末処理部３０３は、携帯端末３０の各種処理が、端末記憶部３
０２に記憶されているプログラムに沿って、且つ、操作部３０６の操作等に応じて適切な
手順で実行されるように、端末通信部３０１、表示部３０４等の動作を制御する。
【００３２】
　表示部３０４は、端末処理部３０３から供給された映像データに応じた映像、画像デー
タに応じた画像等を表示するものであり、後述する携帯端末３０の画面の主要部を構成す
る。かかる表示部３０４としては、テキスト、映像、画像等の表示が可能であればどのよ
うなデバイスでもよく、例えば、液晶ディスプレイ、有機ＥＬ（Electro－Luminescence
）ディスプレイ等が挙げられる。
【００３３】
　読取部３０５は、切手５０の図柄６０に含まれるカラーコード６１を撮像可能なカメラ
（例えばＣＣＤカメラ等）を備えると共に、当該カラーコード６１を読取可能な読取用プ
ログラムを内蔵したコードリーダである。ユーザが読取部３０５を切手５０の図柄６０に
向けると、読取部３０５により図柄６０に含まれるカラーコード６１の画像が取得され、
デコード処理が行われる。読取部３０５には、図柄６０に含まれるカラーコード６１を読
み取ったコード値をサーバ装置２０に送信し、このコード値に対応するＵＲＬ情報を受信
して表示部３０４に表示するためのプログラム等も格納されている。
【００３４】
　なお、本実施形態では、コード値とＵＲＬ情報とを対応付けて記憶する対応表２０４を
サーバ装置２０が備えるものとしたが、携帯端末３０が対応表２０４を記憶しておき、コ
ード値を読み取ったときに、携帯端末３０の端末処理部３０３（処理部）がコード値に対
応付けられたＵＲＬ情報にアクセスして、当該ＵＲＬ情報を取得するようにしてもよい。
このとき、サーバ装置２０に換えて携帯端末３０が対応表２０４を管理するものとしても
よい。また、サーバ装置２０に記憶されている対応表２０４のコピーを定期的または不定
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期に携帯端末３０が取得するものとしてもよい。
【００３５】
　また、カラーコード６１にＵＲＬ情報が埋め込まれている場合には、対応表２０４を利
用しなくてもよい。すなわち、カラーコード６１が読取部３０５によって読み取られたと
きに得られるコード値が、それ自体ＵＲＬ情報を表している場合には、対応表２０４を参
照することなく、携帯端末３０から直接、当該ＵＲＬ情報に基づいて情報提供サイトにア
クセスするものとしてもよい。
【００３６】
　操作部３０６としては、例えば、タッチパネル、タッチパッド等が用いられるが、ユー
ザが文字、数字等を入力することができるものであれば、どのようなデバイスを用いても
良い。
【００３７】
　ユーザにより操作部３０６が操作されると、操作部３０６は、その操作に対応する信号
を発生し、その信号を端末処理部３０３に供給する。携帯端末３０は、ユーザによる操作
信号を、上記の端末通信部３０１を介してサーバ装置２０へ送信することにより、必要な
動作を要求する。
【００３８】
　続いて、切手５０に印刷された図柄６０に含まれるカラーコード６１について更に説明
する。図４（Ａ）は、参照用カラーコード４０の一例を示す図である。図４（Ｂ）は、本
実施形態に係る切手５０の一例を示す図である。
【００３９】
　図４（Ａ）に示す参照用カラーコード４０は、５×５個の升目、すなわち５×５個のセ
ルによって構成されるカラーコードであり、それぞれのセルが予め定められた複数種の色
の中から選択された色が付されている。本実施形態では、４色の色（青、赤、黒、緑）の
いずれかの色が、各セルに割り当てられている。図４（Ａ）は、このような規則に従って
生成されたオリジナルの参照用カラーコード４０である。なお、図４（Ａ）では、５×５
個のセルによって構成されるカラーコードが示されているがこれに限定されるものではな
く、任意のｍ×ｎ個のセルによって構成されたカラーコードを用いることができる。
【００４０】
　図４（Ｂ）に示す切手５０は、雷門に基づいてデザインされたカラーコード６１を含む
図柄６０が印刷された切手である。図柄６０に含まれるカラーコード６１は、読取部３０
５で図柄６０が読み取られたときに、図４（Ａ）に記載された参照用カラーコード４０と
同じコード値が出力されるように調整されて作成されたものである。図４（Ｂ）では、店
舗、施設、観光或いはサービスに関する拠点情報の種類を識別可能な、或いは連想させる
絵やイラスト等の例として、雷門のイラストを用いているが、この例に限定されるもので
はない。本実施形態における切手５０の図柄６０としては、例えば、企業や新商品のホー
ムページに誘導するために、企業のロゴマークや商品のイラストが用いられる等、ユーザ
の要望に応じて様々な図柄を選択することが可能である。
【００４１】
　図柄６０は、コンピュータでデザインされたものに限定されず、例えばカメラで取得し
た画像（建築物の画像の他、人物、動物、自然物、その他、任意の画像が含まれる）やユ
ーザが手書きしたイラスト等に基づいて構成しても良い。いずれにせよ、図柄６０に含ま
れるカラーコード６１のデザインは、カラーコード６１がデコードされたときに得られる
出力値が、参照用カラーコード４０がデコードされたときに得られる出力値と同一の出力
値が得られるように調整されている。
【００４２】
　上述したカラーコード６１のデザインの調整処理の一例について、図４（Ｂ）に示す雷
門のカラーコード６１を作成する場合を例に取って、以下に説明する。
【００４３】
　まず、図４（Ｃ）に示すような、雷門のカラーコード６１を作成する際の元イラストと
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なるオリジナルデザイン７０を作成する。
【００４４】
　次に、作成されたオリジナルデザイン７０と、図４（Ａ）に示す参照用カラーコード４
０とが比較され、これらをデコードしたときに同一の出力値を得るために必要とされる調
整の色及び程度が、カラーコード６１を構成するセル毎に判定される。
【００４５】
　そして、オリジナルデザイン７０の調整が必要であると判定されたセルの各々に、判定
された調整の色及び程度に基づいてエレメント６２が配置されて補正デザインが作成され
る。言い換えれば、補正デザインを携帯端末３０によって読み込ませたときに、ｍ×ｎの
格子状に配列された複数のセルのそれぞれが所定の色に割り当てられた参照用カラーコー
ドを携帯端末３０に読み込ませたときと同じ出力が得られるように、エレメント６２が配
置される。
【００４６】
　ここで、エレメント６２とは、イラストやデザインの少なくとも一部を変更又は補正等
するために用いられ、読取部３０５に所定のコード情報として認識させるために用いられ
るオブジェクトを含む。また、コード情報として認識されないダミーのエレメント６２を
配置してもよい。このように、図４（Ｂ）に示すカラーコード６１は、図４（Ｃ）に示す
オリジナルデザイン７０に、エレメント６２を配置して作成されたものである。このよう
にして作成されたカラーコード６１を含む図柄６０が切手５０に印刷される。
【００４７】
　続いて、携帯端末３０の表示部３０４に、切手５０に印刷された図柄６０に関する情報
（以下、「Ｗｅｂページ情報」とも称する）を表示するためのフローについて説明する。
図５は、Ｗｅｂページ情報を表示するためのフローチャートである。
【００４８】
　まず、ユーザが、携帯端末３０に搭載された読取部３０５を切手５０に印刷された図柄
６０に向けると、読取部３０５により図柄６０の画像が取得され、図柄６０に含まれるカ
ラーコード６１が読み込まれる（Ｓ６０１）。言い換えれば、読取部３０５により図柄６
０に含まれるカラーコード６１のデコード処理が行われる。
【００４９】
　デコード処理の結果、得られたコード値に基づいて、サーバ装置２０にアクセスする（
Ｓ６０２）。この際、デコード処理の結果得られたコード値がサーバ装置２０に送信され
る。
【００５０】
　次に、サーバ装置２０の対応表２０４において、コード値に対応付けて記憶されたＵＲ
Ｌ情報に基づいて、図柄６０に含まれるカラーコード６１にコード化されたコード値に対
応するＵＲＬ情報が、サーバ装置２０によって読み出される（Ｓ６０３）。
【００５１】
　そして、サーバ装置２０は、読み出したＵＲＬ情報を携帯端末３０に送信し（Ｓ６０４
）、携帯端末３０は、受信したＵＲＬ情報に基づいて情報提供サイトにアクセスし、携帯
端末３０の表示部３０４にＷｅｂページ情報を表示する（Ｓ６０５）。
【００５２】
　以上のように、ランドマーク等のイラストがデザインされたカラーコード６１を含む図
柄６０が印刷された切手５０を携帯端末３０に読み込ませたときに得られる出力に基づい
て、切手５０に関連するＷｅｂページ情報が携帯端末３０の表示部３０４に表示される。
【００５３】
　図６は、ステップＳ６０１において、切手５０の図柄６０に含まれるカラーコード６１
を携帯端末３０により読み込ませるときの表示画面の一例である。すなわち、ユーザは携
帯端末３０にインストールされているカラーコード読み取りアプリを実行して、切手５０
に印刷されている図柄６０に含まれるカラーコード６１を、携帯端末３０に読み込ませる
。
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　図７は、ステップＳ６０１において、切手５０の図柄６０に含まれるカラーコード６１
を携帯端末により読み込ませた後に表示される画面の一例である。カラーコード読み取り
アプリを実行して携帯端末３０に表示される枠内に図柄６０が入ると、コード値がデコー
ドされ、ステップＳ６０２及びＳ６０３を経て読み出されたＵＲＬ情報が、携帯端末３０
の表示部３０４に表示される。ユーザがＯＫを選択すると、当該ＵＲＬによって示される
Ｗｅｂページ情報を提供するサイトにアクセスされ、携帯端末３０の表示部３０４にＷｅ
ｂページ情報が表示される。
【００５５】
　図８に、携帯端末３０の表示部３０４にＷｅｂページ情報が表示された例を示す。この
例では、Ｗｅｂページ情報として、雷門の周辺地図が表示されている。本実施形態におけ
る携帯端末３０の表示部３０４に表示される情報としては、図８に示すような地図情報に
限定されず、切手５０に印刷された図柄６０に関連する観光施設の情報や、現在位置から
観光施設までの経路を含む経路情報（経路案内情報を含む）が表示されるものとすること
もできる。
【００５６】
　以上、具体例を参照しつつ本発明の実施形態について説明した。しかし、本発明はこれ
らの具体例に限定されるものではない。前述した各具体例が備える各要素およびその配置
、条件などは、例示したものに限定されるわけではなく適宜変更することができる。
【符号の説明】
【００５７】
１０：ネットワーク
２０：サーバ装置
３０：携帯端末（端末装置）
５０：切手（証紙）
６０：図柄
６１：カラーコード
６２：エレメント
１００：情報提供システム
２０１：サーバ通信部
２０２：サーバ処理部
２０３：サーバ記憶部
２０４：対応表
３０１：端末通信部
３０２：端末記憶部
３０３：端末処理部
３０４：表示部
３０５：読取部
３０６：操作部
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